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12月24日、ＯＳＡＫＡみらい大阪市会議員団は、これから予算編成作
業が始まる、平成27年度予算に関する要望書（全56ﾍﾟｰｼﾞ20分野401
項目）を橋下市長に提出しました。
武直樹は、政調副会長として要望書作成の中核的役割を担いました。
この中には、地域活動の中で市民の皆さんからお聞きした様々な声
を反映した内容も要望しています。
ここでは401項目全部は紹介できませんが、武直樹が関連して盛り込
んだ内容について一部ですが（9分野22項目）紹介します。
以下一部のみ抜粋です。全文は、ＯＳＡＫＡみらいＨＰでご覧になれ
ます。

○市政改革の基本方針
・厳しい財政状況における、経費の削減や市民サー
ビスの見直しについては、行政側からの一方的な切
り捨てにならないよう、局間の縦割りを廃し、連携を
進めて、効率的かつ健全な行財政運営によって市民
サービスを向上させること。

平成27年度予算要望特集！！
予算要望 12月 24 日

１．市政改革の取り組みについて
= 要  望  内  容 =

○外部人材の登用
・公募制度については、いったん見直し、検証を踏ま
えて慎重に運用すること。

３．行政運営について

○災害時の要援護者支援
・災害時の要援護者支援については、区の防災担当
だけで進めるのではなく、地域保健福祉担当、区社協、
消防などと情報共有し、当事者団体、社会福祉施設、
事業者などで構成されている既にある地域福祉のネッ
トワークと連携し、総合的な取組として進めること。

○老朽住宅対策
・民間老朽住宅の建て替えを促進するための制度を
推進すること。老朽危険家屋対策を推進すること。

２．危機管理について

○中学校給食
・デリバリー方式を変えて、自校調理方式や親子方式
なども検討すること。

5．学校教育について

○産前産後ケアの充実
・虐待や育児放棄の予防・早期発見などの役割も果
たす産前産後の切れ目ない母親への精神的・身体的
サポート体制を早急に確立すること。

6．こども施策について

○ものづくり
・工業研究所や大阪産業創造館などの本市支援機関、
大学等研究機関と中小企業との交流を促進し、中小
企業のニーズに応じた産学官連携事業の推進に取り
組むなど、ものづくり産業の振興に向けた施策の充
実を図ること。

7．経済振興について

○会館・憩いの家
・現施設の点検を行い、施設の改修・建て替えにつ
いても積極的に行うこと。

４．市民活動、市民サービスの向上

○地域活動協議会
・市民による自律的な地域運営が図れるよう、地域
活動協議会の事務局体制の確立に向けて中間支援
組織を活用すること。公金の支出にあたっては、現
行の補助制度にこだわらず、地域がこれまでどおり
活動できるよう、使いやすい制度を構築すること。

○ヘイトスピーチ
・国連人種差別撤廃委員会の勧告に基づき、ヘイ
トスピーチに対し大阪市としても毅然とした立場で
臨み、根絶のために、法律での規制も視野に入れ
た早急な対策を講ずるよう国に要望すること。

裏面へ続く

会派で予算要望実施
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法定協議会が開催されました。５月に住民投
票が行われる予定です。武直樹は反対します。

12月30日 1月13日

平成27年度予算要望特集！！

大阪市を廃止して、５つ
の特別区の設置を目指
す法定協議会（知事・市
長・府議・市議20人で構
成）が急遽開かれました
。橋下市長は、10月に大
阪府議会、大阪市議会で
否決された設計図（協定
書）と同じものを再度提

案しました。今後、1月13日の法定協議会を経て、2月議会で可決し、
５月に住民投票の実施予定です。
武直樹としましては、10月の議会で、「当初言われた経済効果はない
」、「2重行政の解消どころか3重行政になる」、「ニアイズベターの住
民自治の確立にならない」「中核市並みの権限どころか一般市以下
になる」等の理由で反対いたしました。同じ案が再度提案されても、
市民のためにならないので賛成はできません。
今後、2月議会で可決されましたら住民投票になります。一度、大阪
市を廃止したら元にはもどれません。このことをしっかりと皆さんに
伝えていく必要があります。どうぞ今後の経過を注視してください。
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1972年　12月26日生まれ。
1999年　同志社大学大学院社会福祉学専攻博士

課程（前期）修了。大阪市生野区社会福祉
協議会に就職。7年間、生野区のまちづくり
に携わる。

2006年　大阪市東住吉区社会福祉協議会　地域
包括支援センター社会福祉士。

2009年　NPO法人いくの市民活動支援センターを
仲間とたちあげ（2009.4）社会福祉士・介護
支援専門員として、大阪市、生野区のまちづ
くりに奮闘中。

2011年　大阪市会議員選挙（生野区）6,737票のご
支持を受け当選。

プロフィール

○商店街
・地域商業の活性化に向けて、空き店舗を活用し、
商店街や小売市場などが高校、大学、企業など地域
団体等と連携しながら新たな事業をつくりだす活動を
支援すること。

○生活困窮者自立支援制度
・各種支援制度の連携を図り、専門的な相談機関とも
協働して寄り添い型支援を行うこと。
・非正規雇用が増加している若年者をはじめ、ひきこ
もりの方、障がい者、ひとり親家庭の親、高齢者な
ど「就労に向けた支援が必要な人」に対して、地域
と連携した就労支援を強化すること。
・多様な働き方を可能とする場の開拓と就職就労に向
けた支援のために、区内の事業所から協力を得られ
るよう、インセンティブの導入などの仕組みづくりを
進めること。
・生活保護に至る前の第２のセーフティネットとして、
本市の実情に応じた実効性のあるものとなるよう、
就労訓練事業（いわゆる中間的就労）に対する助成
など自立支援策の充実について国に要望すること。

○地域包括ケアシステムの構築
・全ての高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるた
めに、空き家や空き店舗なども活用し、より身近な地
域での高齢者の交流の場の充実を図ること。

○介護予防・日常生活支援総合事業
・訪問介護及び通所介護の地域支援事業の移行に当
たっては、介護サービスが受けられなくなることのな
いよう当事者や家族の不安を解消できる制度の維持
を図ること。
○社会的包摂
・役所に担当窓口がない地域課題については、行政
と医療・福祉関係者、地域関係者からなるプロジェク
トチームを設置し、その解決を図ること。
○地域共生ケア
・共生の理念に基づき、障害者総合支援法、介護保
険法における基準該当指定を行い、大阪市内でも共
生型施設を推進すること。

○地下鉄 8号線延伸の件
・地下鉄 8 号線（今里～湯里六丁目間）の早期整備
を目指しつつ、需要を喚起するため、速やかにＢＲ
Ｔ（快速バス）を実施すること。

9．交通事業について

8．医療、保健・衛生、福祉など
      セーフティーネットについて

法定協議会（12月30日）


